
1819 広報おうむ 広報おうむ

今月の新着図書 Newly-imported books

1820 年代のアメリカ、ノー
スカロライナ州。自分が奴隷
とは知らず育ったハリエット
は、女主人の死去により、あ
る医師の奴隷となる。著者の
半生を描いたノンフィクショ
ン作品。

ある奴隷少女に起こった
出来事
ハリエット・アン・ジェイコブズ/著

堀越ゆき/訳

ねぐせのしくみ

ヨシタケシンスケ/著

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS
◉雄武小学校の４年生がオススメ本を「ポップ」で紹介

雄武小学校４年生が国語の授業で作成した、本の内容を説明する「ポップ」
を、本と一緒に展示中です。
子どもたちの個性豊かな「ポップ」とオススメ図書を、ぜひお楽しみくだ
さい。
期間 10 月 31 日㈯まで

◉「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」の参加
館となりました

国立国会図書館がデジタル化した資料約 200 万点を、雄武町図書館のパソ
コンで閲覧できるサービスです。あなたの探している本が、ここにあるかも
しれません。
 ※閲覧の際は、図書館受付カウンターで申請をお願いします。

◉ 「小田切訓絵画ギャラリー」の展示作品が変わりました
図書館で展示しています小田切訓先生（雄武町出身／洋画家）の作品を入れ
替えました。
画集の貸し出しも行っていますので、絵画と併せてぜひ、ご覧ください。

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日 月曜日、年末年始、

蔵書点検期間

http://www.tow
n.oumu.hokkaid
o.jp/hotnews/d
etail/00005012.
html

図書館ホームページ

女と男なぜわかりあえないのか（橘玲）・素晴らし
き家族旅行 上（林真理子）・カビの取扱説明書（浜
田信夫）・ふたりのねこ（ヒグチユウコ）・休日が楽
しみになる昼ごはん（小田真規子）・吹部！第 1 楽
章（赤澤竜也）・ミッキーマウスに学ぶ決断する勇
気（ニーチェ）・雪冤（大門剛明）・悪いものが、来
ませんように（芦沢央）ほか

水害の大研究・新型ウイルスのサバイバル１～ 2・
もりのかばんやさん（ふくざわゆみこ）・ようふく
なおしのモモーヌ（片山令子）・小中学生のための
初めて学ぶ著作権（岡本薫）・このほんをなめちゃ
ダメ！（イダン ･ ベン＝バラク）・うかいのうがい

（さくらせかい）・ひとりだちするきたきつねのこど
も（手島圭三郎） ほか

一般図書（      ）（      ） 児童図書（      ）（      ）

寝ているあいだに、何が起き
てる？ もしかして「あのひと
たち」におなかを丸だしにさ
れたり、いろんなねぐせを試
されたりしているのかも…。

「あのひとたち」を想像する
と世界が愉快にみえてくる。

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除さ
れ、控除の対象となるのは、令和２年中（令和2年1月1日から令和2年12月31日）に納められた保険
料の全額です。
※令和2年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。

本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告
の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

このため日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を対
象者宛てに発送されますのでお手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用し
てください。

暮らしの

年金情報

発 送 時 期 対 象 者

令和２年 11 月上旬 令和 2 年 1 月 1 日から令和２年 9 月 30 日までの間に国民年金保
険料を納付された人

令和３年２月上旬 令和２年 10 月１日から令和２年 12 月 31 日までの間に国民年金
保険料を納付された人

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
◉対象となる人

年金生活者支援給付金制度について

問住民生活課戸籍住民係
問北見年金事務所国民年金課 ☎0157‐25‐9635（自動音声案内２→２）

対 象 者 要 件

老齢基礎年金受給者
・65歳以上
・世帯全員が市町村民税非課税
・年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下

障害基礎年金・遺族
基礎年金受給者 ・前年の所得額が約462万円以下

◉請求手続き
・新たに年金生活者支援給付金を受給する人

対象になる人に日本年金機構から１０月中旬頃に、請求可能なお知らせが送付されます。
同封のはがきに記入し提出してください。令和３年２月１日までに請求手続きが完了しますと、
令和２年８月分からさかのぼって受け取ることができます。

・年金を受給し始める人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場で請求手続きを行ってください。

問住民生活課戸籍住民係 問年金ダイヤル ☎0570‐05‐1165


